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性暴力根絶に向けた対応指針 

 

１ 趣旨 

  本指針は、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」（平成３１年福岡

県条例第１９号）（以下、「条例」という。）の規定に基づき、性暴力に関する県民の理解を促進するた

め、性暴力となる行為に関し、その考え方、具体的な例、根絶に向けた対応の在り方を示すものである。 

２ 基本的な考え方 

（１）性暴力に関する県民の理解を促進し、条例において掲げられている「県民全ての力で性暴力を根絶

し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有する社会」を実現

するため、本指針において、県、県民、事業者及び市町村に対して、性暴力の考え方、具体的な例、

根絶に向けた各主体の責務及び具体的取組等を示すものとする。 

（２）本指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直す。 

３ 性暴力とは 

  性暴力とは、被害者の身体又は精神に対し、被害者の同意（自由な意思により自発的に与えられるも

のをいう。）がなく行われる性的な行為である（強要されたもの及び対等の関係にない、又は同意に関

する判断が困難な状況で行われる性的な行為等も含む）。 

性暴力は、被害者の気持ちが尊重されず、被害者が自分の身体に関することを自分で決める権利を否

定する人権侵害である。 

  年齢・性別に関わらず起こり、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こる。 

  刑法その他の法律や条例で性犯罪と規定される不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、盗撮、痴

漢のほか、セクシュアル・ハラスメントなど同意なく行われる性的な行為や発言も性暴力に含まれる。 

  性暴力は、被害者やその家族等の心身に長期にわたって重大な悪影響を及ぼす。 

  性暴力の背景に、性差別意識がある場合がある。 

４ 各主体の責務 

（１）県 

 ・性暴力の根絶又は被害者の支援に関連する業務若しくは事業を行う関係機関及び関係団体との連携

体制を整備し、性暴力による被害の早期発見及び早期対応に取り組む。 

 ・性暴力の根絶に向けた総合的な施策を講じる。 

 ・市町村に対して性暴力の実情に関する必要な情報及び知見を提供するとともに、市町村の取組を支

援する。 

 ・性暴力の根絶又は性被害に関する支援に係る事業を行う民間団体に対し、適切かつ必要な範囲にお

いて、財政的な支援その他の支援を実施するよう努める。 

（２）県民 

 ・性暴力及びその被害者に関する理解を深め、性暴力に関する不適切な固定観念を取り除くことによ

り、性被害及び二次的被害を発生させないよう努める。 

 ・性暴力の根絶に向けて、条例に基づく県及び市町村の取組に協力する。 

（３）事業者 

 ・事業所でのセクシュアル・ハラスメントその他の性暴力による性被害又は二次的被害が発生するこ

とがないよう、従業員の研修参加等、条例に基づく県及び市町村の取組に協力する。 
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 ・性暴力が発生しにくい就労環境の整備その他雇用管理上必要な措置を講じるよう努めるものとし、

性被害又は二次的被害を申し出た者があるときは、被害者に寄り添い適切に対応する。 

（４）市町村 

 ・県及び県警察との連携の下、性暴力事案が発生しにくい生活環境の整備等、性暴力の根絶に向けた取

組を推進する。 

 ・性暴力の根絶及び性暴力の被害者の支援に関する住民の理解を促進するよう努める。 

５ 具体的取組 

（１）性暴力の発生予防 

①性暴力に関する教育活動及び研修の実施 

 ・学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支

援学校のうち公立の学校の長は、その児童又は生徒に対し、発達の段階に応じた性暴力の根絶及び

性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育を行うよう努める。 

・私立学校法第２条第３項に規定する私立学校（学校教育法第１条に規定する幼稚園、大学及び高等

専門学校を除く。）は、公立の学校の教育の状況等を踏まえ、それに準じた教育を行うよう努める。 

・上記教育活動に、県は、性暴力や性被害に関し専門的な知識及び経験を有する専門家を派遣する。 

 ・県は、県民が性暴力の被害者も加害者も出さないための知識等を身につけることができるよう、性

暴力根絶に関する研修を実施する。 

②性暴力に関する広報・啓発活動 

 ・県は、性暴力の根絶、被害者の支援及び条例に関する広報啓発を実施する。 

 ・県は、発達段階に応じた啓発資料を作成し、児童生徒及び学生に配付する。 

③性暴力を防止する環境整備 

 ・事業者は、性暴力が発生しにくい就労環境の整備その他雇用管理上必要な措置を講じる。 

 ・事業者は、性被害又は二次的被害を申し出た者があるときは、事実関係を迅速かつ正確に確認し、

速やかに、被害者に対する配慮の措置、行為者に対する適正な措置を講ずるとともに、再発防止に

努める。 

 ・県及び、学校、スポーツ施設、公共交通機関その他の不特定若しくは多数の者が利用し、又は出入

りする場所の管理、運営に携わる者は、性暴力となる撮影行為等が発生しにくい環境を整備する。 

（２）性暴力被害者支援 

 ・県は、性暴力の被害者の支援に関する総合的な窓口（以下、「支援センター」という。）を設置し、そ

の周知に努める。 

 ・支援センターは、医療機関、県警察その他の司法機関、関係自治体その他の関係団体又は関係機関及

び弁護士等の専門家と連携し、性暴力の被害者の支援に関する業務を行う。 

（３）性暴力加害者対策 

 ・県は、性暴力の加害者が、性暴力の再発を防止し、又は社会復帰を望むときに相談できる窓口を設置

する。 

 ・県は、条例第１７条第１項に基づく住所等届出対象者に対する専門的な指導プログラム又は治療受

診の勧奨及び社会復帰の支援を行う。 

（４）その他 

 ・県は、性暴力の根絶に向けた取組等についてその効果を把握し、今後の方向性を検討するため、関係

機関及び有識者との協議・検討の場を設ける。 


